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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成27年３月23日に提出いたしました第22期（自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日）有価証券報告書の記

載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するもので

あります。

 

２【訂正事項】
有価証券報告書の訂正事項は以下のとおりです。

第一部　企業情報

第２　事業の状況

４　事業等のリスク

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付しております。

 

第一部【企業情報】

第２【事業の状況】

４【事業等のリスク】

　　（訂正前）

（省略）

Ａ．事業展開上のリスクについて

 

(1）外部環境の変化等について

当社グループは、景気変動や社会環境の変化に伴い顧客企業からの人材需要が減少した場合は、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（省略）

 

(7）用地取得コストの上昇について

不動産用地取得における競争入札制度の利用頻度が高まり、マンション適地の用地仕入競争が激化してきており

ます。このような競争激化に伴う用地取得コストの上昇は、原価率の上昇による利益率低下や販売価格の上昇によ

る購買層の減少など、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

(8）建築コストの上昇について

建設会社の受注価格や生コン、棒鋼、Ｈ型鋼などの建築資材価格が上昇傾向であることなど、建築コストの上昇

は、上記用地取得コスト上昇と同様に当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

（省略）

 

(10）瑕疵担保責任について

　当社グループでは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、新築住宅の構造上主要な部分及び雨水の

浸水を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を負っています。万が一当社グループの販売した物件に重大な

瑕疵があるとされた場合には、その直接的な原因が当社グループ以外の責によるものであっても当社グループは売

主として瑕疵担保責任を負うことがあります。その結果、当社グループの信用力低下等により当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。

 

(11）新規事業等の展開について

（省略）

 

(12）有利子負債への依存及び資金調達について

（省略）
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(13）大規模自然災害について

（省略）

 

Ｂ．法的規制等について

（省略）

 

(2）事業の許認可について

当社グループは、一般労働者派遣事業者及び有料職業紹介事業者として、厚生労働大臣の許可を受け事業を行っ

ておりますが、一定の欠格事由に該当した場合は行政処分を受けることがあります。

また、当社グループは、法令違反等の未然防止に万全の体制で臨んでおりますが、何らかの要因で事業許可の取

消し、または事業の停止等を命じられるようなことがあれば、当社グループの事業活動に支障をきたすとともに業

績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（省略）

 

(5）不動産事業関連法規について

不動産事業は、「宅地建物取引業法」、「国土利用計画法」、「建築基準法」、「都市計画法」、「宅地造成等

規制法」、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、「土壌汚染対策法」等の法的規制を受けております。当社

グループは、「宅地建物取引業法」に基づく免許を取得して不動産販売及び受託不動産の販売等の業務を行ってお

ります。また、マンション管理業者として、「マンション管理適正化推進法」の規制を受けております。これら法

令の改正や法規制の強化拡大が実施され、当社グループの事業運営に制限が加わった場合は、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。

（省略）

 

(6）訴訟可能性について

当社グループが建設、開発または販売する不動産について瑕疵、有害物質の発生等を理由とするまたはこれらに

起因する訴訟その他の請求の対象とされる可能性があるほか、販売代理会社の違法行為等により当社が訴訟等にさ

らされる可能性もあります。これらの結果、訴訟等の内容および結果によっては、当社グループの業績が影響を受

ける可能性があります。マンション等の建設にあたっては、周辺の環境に配慮し、関係する法律、自治体の条例等

を調査・検討したうえで開発計画を立案するとともに、事前に周辺住民に説明会を実施する等十分な対応を講じて

おりますが、開発中の騒音、交通障害、また開発後の景観、日照問題、環境変化等を理由に住民の反対運動が発生

し、その解決に時間を要することや計画の変更を余儀なくされることがあります。このような場合、工期の遅延や

追加の費用が発生することにより、当社グループの財政状態および経営成績に影響を与える可能性があります。

 

（省略）

 

　　（訂正後）

（省略）

Ａ．事業展開上のリスクについて

 

(1）外部環境の変化等について

当社グループは、景気変動や社会環境の変化に伴い人材・教育ビジネスにおいては、顧客企業からの人材需要が

減少した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、情報通信事業においては、携帯電

話やスマートフォンの料金体系の変更や販売報奨金の見直しなど収益構造及び需要動向に影響を与える事象が発生

した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（省略）

 

(7）用地取得コストの上昇について

不動産用地取得における競争入札制度の利用頻度が高まり、マンション適地の用地仕入競争が激化してきており

ます。このような競争激化に伴う用地取得コストの上昇は、原価率の上昇による利益率低下や販売価格の上昇によ

る購買層の減少など、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(8）建築コストの上昇について

建設会社の受注価格や生コン、棒鋼、Ｈ型鋼などの建築資材価格が上昇傾向であることなど、建築コストの上昇

は、上記用地取得コスト上昇と同様に当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（省略）

 

(10）瑕疵担保責任について

　当社グループでは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、新築住宅の構造上主要な部分及び雨水の

浸水を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を負っています。万が一当社グループの販売した物件に重大な

瑕疵があるとされた場合（工事における施工の不具合及び施工報告書の施工データの転用・加筆等を含みますが、

これらに限りません。）には、その直接的な原因が当社グループ以外の責によるものであっても当社グループは売

主として瑕疵担保責任を負うことがあります。これらの場合には、当社グループが当該欠陥・瑕疵等の補修、建替

えその他に係る予定外の費用を負担せざるを得なくなることがあり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

 

(11）建設工事の適正性について

　杭工事における施工不具合や施工データの改ざん等、マンションをはじめとする建築物の施工が適正に実施され

ない若しくはその適正性に疑義を与える事象が発生した場合には、不動産市況に悪影響を及ぼし、マンション等の

需要の低下、それに伴う不動産デベロッパーによる土地仕入の縮小等が生じる可能性があります。また、今後、施

工工事の品質を確保するため、建設現場における管理体制の強化等が図られた場合には、建設コストの増加や建設

工期が長期化する可能性があります。これらの場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(12）新規事業等の展開について

（省略）

 

(13）有利子負債への依存及び資金調達について

（省略）

 

(14）大規模自然災害について

（省略）

 

Ｂ．法的規制等について

（省略）

 

(2）事業の許認可等について

当社グループは、労働者派遣事業者及び有料職業紹介事業者として、厚生労働大臣の許可等を受け事業を行って

おりますが、一定の欠格事由に該当した場合は行政処分を受けることがあります。

また、当社グループは、法令違反等の未然防止に万全の体制で臨んでおり、本有価証券報告書提出日（平成27年

３月23日）現在、当該許可等の取消し、または事業の停止等となる事由は発生しておりません。しかしながら、何

らかの要因で当該許可等の取消し、または事業の停止等を命じられるようなことがあれば、当社グループの事業活

動に支障をきたすとともに業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（省略）

 

(5）不動産事業関連法規について

不動産事業は、「宅地建物取引業法」、「国土利用計画法」、「建築基準法」、「都市計画法」、「宅地造成等

規制法」、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、「土壌汚染対策法」等の法的規制を受けております。当社

グループは、「宅地建物取引業法」に基づく免許を取得して不動産販売及び受託不動産の販売等の業務を行ってお

ります。また、マンション管理業者として、「マンション管理適正化推進法」の規制を受けております。本有価証

券報告書提出日（平成27年３月23日）現在、免許等の取消し、または事業の停止等となる事由は発生しておりませ

ん。しかしながら、これら法令の改正や法規制の強化拡大が実施され、当社グループの事業運営に制限が加わった

場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（省略）

 

EDINET提出書類

株式会社ワールドホールディングス(E05467)

訂正有価証券報告書

4/5



(6）訴訟可能性について

当社グループが建設、開発または販売する不動産について瑕疵、有害物質の発生等を理由とするまたはこれらに

起因する訴訟その他の請求の対象とされる可能性があるほか、販売代理会社の違法行為等により当社が訴訟等にさ

らされる可能性もあります。これらの結果、訴訟等の内容および結果によっては、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。マンション等の建設にあたっては、周辺の環境に配慮し、関係する法律、自治体の条例等

を調査・検討したうえで開発計画を立案するとともに、事前に周辺住民に説明会を実施する等十分な対応を講じて

おりますが、開発中の騒音、交通障害、また開発後の景観、日照問題、環境変化等を理由に住民の反対運動が発生

し、その解決に時間を要することや計画の変更を余儀なくされることがあります。このような場合、工期の遅延や

追加の費用が発生することにより、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（省略）
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